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議案第 4～14 号関係 

配  布  資  料 

都市計画審議会配布資料 



１ ． 議案の主な内容 

 

２ ． こ れま での経緯 

 令和４ 年 ９  月    見直し にあたっての基本的な考え方を市都市計画審議会へ報告 

       １ ０ 月    見直し にあたっての基本的な考え方に関する 住民説明会を開催（ 要望書受付： １ １ 月末迄）  

 令和５ 年 ６  月    市素案を市都市計画審議会へ報告 

       ７  月        市素案に関する 住民説明会を開催（ 議案第４ 号～第１ ４ 号）  

                         市素案に関する パブリ ッ ク コ メ ント 手続を実施（ 議案第１ ２ 号～第１ ３ 号）  

      １ ０ 月    都市計画見直し に関する 公聴会の開催を案内（ 議案第４ 号～第７ 号）  

      １ １ 月    都市計画案の縦覧（ 議案第４ 号～第１ １ 号）  

議 案 主な内容 

議案第４ 号【 県決定・ 諮問】  

鹿児島・ 吉田・ 喜入・ 松元・ 郡山都市計画 

都市計画区域の整備， 開発及び保全の方針の変更 

県の見直し 方針に基づき 、 第二次かごし ま 都市マス タ ープラ ンと の整合を図り ながら 、  

５ つの都市計画区域マス タ ープラ ンの一体化する 。  

議案第５ 号【 県決定・ 諮問】  

鹿児島都市計画 市街化区域と 市街化調整区域と の区分の変更 
市街化区域縁辺部の土砂災害特別警戒区域及び周辺の山林等を市街化調整区域へ編入する 。  

議案第６ 号【 市決定・ 付議】  

鹿児島都市計画 用途地域の変更 
工業系土地利用から 住居系土地利用への転換を踏ま え準工業地域から 第一種住居地域等へ変更する 。  

議案第７ 号【 市決定・ 付議】  

鹿児島都市計画 居住環境向上用途誘導地区の決定 

第二種低層住居専用地域に居住環境向上用途誘導地区を指定し 、 150 ㎡以下の事務所が建築でき る よ う にする と と も に、

店舗の延床面積の上限を 150 ㎡から 300 ㎡に見直す。  

議案第８ 号【 市決定・ 付議】  

鹿児島都市計画 特別用途地区の変更 
用途地域の見直し に合わせて、 区域を変更する 。 議案第６ 号関連 

議案第９ 号【 市決定・ 付議】  

鹿児島都市計画 準防火地域の変更 
用途地域の見直し に合わせて、 区域を変更する 。 議案第６ 号関連 

議案第 10 号【 市決定・ 付議】  

喜入都市計画 用途地域の決定 
現行の特定用途制限地域を踏ま え、 国道 226 号沿道に準住居地域、 喜入支所周辺に第二種中高層住居専用地域を指定する 。 

議案第 11 号【 市決定・ 付議】  

喜入都市計画 特定用途制限地域の変更 
用途地域の指定に合わせて、 区域を変更する 。 議案第１ ０ 号関連 

議案第 12 号【 諮問】  

かごし ま コ ンパク ト なま ちづく り プラ ンの改定 
居住誘導区域や都市機能誘導区域等の見直し に加え、 新たに居住環境向上施設や防災指針を位置づける 。  

議案第 13 号【 報告】  

市街化調整区域における 浸水イ エロ ーゾーンの指定 
洪水浸水想定区域の内、 想定浸水深３ ｍ以上を浸水イ エロ ーゾーンに指定し 、 分譲住宅等の開発・ 建築行為を禁止する 。  

議案第 14 号【 報告】  

集落核（ 市街化調整区域） における 生活利便施設の立地基準の見直し  
集落核において生活利便施設の延床面積の上限を 150 ㎡から 500 ㎡に見直す。  
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３ ． 意見聴取の実施状況 

１ ） 意見聴取の方法                                           【 〇： 対象手続】  

議 案 
意見聴取の方法    

2) 住民説明会 3) ﾊ゚ ﾌ゙ ｺﾒ 4) 公聴会 5) 縦覧 

④ 鹿児島・ 吉田・ 喜入・ 松元・ 郡山都市計画 

 都市計画区域の整備， 開発及び保全の方針の変更 

【 県決定･諮問】  
〇 － 〇 〇 

⑤ 鹿児島都市計画 市街化区域と 市街化調整区域と の 

区分の変更【 県決定･諮問】  
〇 － 〇 〇 

⑥ 鹿児島都市計画 用途地域の変更【 市決定･付議】      〇 － 〇 〇 

⑦ 鹿児島都市計画 居住環境向上用途誘導地区の決定 

【 市決定･付議】  
〇 － 〇 〇 

⑧ 鹿児島都市計画 特別用途地区の変更【 市決定･付議】  〇 － － 〇 

⑨ 鹿児島都市計画 準防火地域の変更【 市決定･付議】  〇 － － 〇 

⑩ 喜入都市計画 用途地域の決定【 市決定･付議】  〇 － － 〇 

⑪ 喜入都市計画 特定用途制限地域の変更【 市決定･付議】 〇 － － 〇 

⑫ かごし ま コ ンパク ト なま ちづく り プラ ンの改定 

【 諮問】  
〇 〇 － － 

⑬ 市街化調整区域における 浸水イ エロ ーゾーンの指定 

【 報告】  〇 〇 － － 

⑭ 集落核（ 市街化調整区域） における 生活利便施設の 

立地基準の見直し 【 報告】  
〇 － － － 

 

２ ） 住民説明会（ 素案） の実施状況 

 ( 1)  開 催 日： 令和５ 年７ 月２ ３ 日（ 日） ～７ 月３ １ 日（ 月）  

 ( 2)  開催場所： 市内１ ０ 会場 

 ( 3)  参加人数： 延べ６ ７ 名 

 ( 4)  主な意見と 対応 

  〇 郡山区画整理区域内の幹線道路沿道には、 ま と ま った空地がないため、 面的に指定し てい

る 用途地域を見直し 、 規模の大き い物販店舗が建築可能な用途地域に変更し て欲し い。  

⇒ 第二次かごし ま 都市マス タ ープラ ンでは、 幹線道路沿道の地域生活拠点を商業・ サービ ス

機能の集約を図る 地区と し 、幹線道路沿道ではない面的に用途地域を指定し ている 住宅地

は、 低層住宅を中心と し た居住環境を維持保全する 地区と し ている こ と から 、 現状の用途

地域を維持する 。  

〇 桜島は支所周辺ではなく 桜島港周辺が地域の生活拠点と なっている ため、桜島港周辺の集

落核を地域生活拠点に位置づけた方が良いのではないか。  

⇒ 地域生活拠点エリ アは、第二次かごし ま 都市マス タ ープラ ンにおいて定めら れている 桜島

支所周辺の地域生活拠点を基本と し て設定し ている こ と から 、 当面、 現状を維持する 。  

 

３ ） パブリ ッ ク コ メ ント 手続の実施状況 

( 1)  意見の募集期間： 令和５ 年７ 月３ 日（ 月） ～８ 月４ 日（ 金）【 ３ ３ 日間】  

 ( 2)  かごし ま コ ンパク ト なま ちづく り プラ ンの改定 

   ① 意見の提出者数： １ ３ 名 

② 意 見 の 件 数： ３ ０ 件 

    ③ 意見の検討結果 

対応区分 件数 

Ａ  意見の趣旨等を反映し 、 計画に盛り 込むも の 0 件 

Ｂ  意見の趣旨等は、 計画（ 案） に盛り 込み済みのも の 11 件 

Ｃ  計画には盛り 込ま ないも の 2 件 

Ｄ  具体的な事業の実施にあたり 参考と する も の 4 件 

Ｅ  その他要望・ 意見等 13 件 

④ 主な意見と 対応 

対応区分Ｂ ： 意見の趣旨等は、 計画（ 案） に盛り 込み済みのも の 

〇 居住誘導区域には、 今後も 公共交通の充実し ている こ と が重要だと 思う ので、 交通関

係の部署と も 連携を図り ながら 取り 組んでいただき たい。  

〇 市立病院や荒田周辺の市電沿線を都市機能誘導区域に追加し ている のは良いと 思う 。 

対応区分Ｃ ： 計画には盛り 込ま ないも の 

 〇 本港区周辺については、 体育館やサッ カース タ ジアムを整備する と の話がある が、 都

市機能誘導区域にし ないのか。  

⇒ 本港区周辺については、「 鹿児島港本港区エリ アの利活用に係る 検討委員会」 におい

て検討が進めら れている こ と から 、 今後の状況を踏ま えながら 検討する 。  

〇 市街化調整区域の集落核エリ アについては、 皆与志小周辺や小山田小周辺などに限定

さ れている が、 他の小学校周辺にも 位置づけていいのではないか。  

⇒ 集落核エリ アは、 第二次かごし ま 都市マス タ ープラ ンにおいて定めら れている 集落核

を基本と し て設定し ている こ と から 、 当面、 現状を維持する 。  

対応区分Ｄ ： 具体的な事業の実施にあたり 参考と する も の 

 〇 バス 路線の統廃合が進み、 多く の路線で減便が進んでいる 中、 コ ンパク ト なま ちづく

り を進める には、 公共交通をどのよ う に維持し ていく のかが、 重要な課題である 。  

〇 松元地域では、 コ ミ ュ ニティ バス の充実を検討し てほし い。    

⇒公共交通の維持や生活路線の維持・確保に関する施策は、「第二次鹿児島市公共交通ビジ

ョン」において取り組むこととしており、今後の取組の参考とする。 
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( 3)  市街化調整区域における 浸水イ エロ ーゾーンの指定 

  ① 意見の提出者数：  ６ 名  

② 意 見 の 件 数： １ ３ 件 

   ③ 意見の検討結果 

④ 主な意見と 対応 

対応区分Ｃ ： 計画には盛り 込ま ないも の 

 〇 想定最大規模降雨ではなく 計画規模降雨に基づく 浸水深と すべき ではないか。  

 〇 浸水深をも っと 低く 設定すべき ではないか。  

⇒ 国が示す技術的助言において、 浸水イ エロ ーゾーンは、「 想定最大規模降雨に基づく

想定浸水深によ る こ と が原則である 」、 ま た、「 一般的な家屋の２ 階の床面に浸水す

る おそれがある 水深３ ｍを目安と する こ と 」 と さ れている こ と から 、「 想定最大規模

降雨に基づく 想定浸水深３ ｍ以上の範囲」 を指定区域と し ている 。  

対応区分Ｄ ： 具体的な事業の実施にあたり 参考にする も の 

〇 一般的な家屋の 2 階の床面を目安と し て、 想定浸水深３ ｍ以上を指定区域に設定し

ている が、 宅地のかさ 上げなどの対策を講じ た場合は、 建築が許可さ れる よ う に検

討し て欲し い。  

    ⇒ 想定さ れる 災害に応じ た安全上及び避難上の対策が示さ れた土地については、 開発

審査会の議を経たう えで建築可能と なる よ う 、許可基準を整備する こ と と し ており 、

今後の参考と する 。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４） 公聴会の実施状況 

( 1)  公聴会開催の告示： 令和５ 年９ 月２ ９ 日（ 金）  【 開催日： １ １ 月５ 日（ 日）】  

( 2)  公述の申出期限： 令和５ 年１ ０ 月３ ０ 日（ 月）  

( 3)  公述の申出件数： ０ 件 

     

５） 縦覧の実施状況 

 ( 1)  案 の 縦 覧 期 間： 令和５ 年１ １ 月１ ７ 日（ 金） ～１ ２ 月１ 日（ 金）  

( 2)  意見書の提出期限： 令和５ 年１ ２ 月１ 日（ 金）  

( 3)  意見書の提出件数： ０ 件 

  

４ ． 議案 

  市素案を見直す意見がなかったこ と から 、 議案は第８ １ 回都市計画審議会で報告し た市素案

と 同様の内容（ 配布資料 P4～P14 参照）  

 

５ ． 今後のス ケジュ ール（ 予定）  

令和６ 年１ 月  県知事への意見聴取回答  （ 県決定： 議案第４ 号～第５ 号）  

県知事への協議      （ 市決定： 議案第６ 号～第１ １ 号）  

    ２ 月  県都市計画審議会     （ 県決定： 議案第４ 号～第５ 号）  

３ 月  国土交通大臣の同意    （ 県決定： 議案第４ 号～第５ 号）  

都市計画決定・ 建築条例制定等   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応区分 件数 

Ａ  意見の趣旨等を反映し 、 計画に盛り 込むも の 0 件 

Ｂ  意見の趣旨等は、 計画（ 案） に盛り 込み済みのも の 0 件 

Ｃ  計画には盛り 込ま ないも の 2 件 

Ｄ  具体的な事業の実施にあたり 参考と する も の 1 件 

Ｅ  その他要望・ 意見等 10 件 
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議案第 5 号 鹿児島都市計画 市街化区域と 市街化調整区域と の区分の変更 鹿児島都計 県決定 
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議案第 6 号 鹿児島都市計画 用途地域の変更 鹿児島都計 市決定 

※区域区分（ 線引き ） 見直し に係る 用途地域見直し 箇所は図示し ていない。  

議案第８ 号 

議案第９ 号 
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（ ２ ） 居住環境向上施設の設定 

下表の施設を居住環境向上施設と し て立地適正化計画に位置づける 。  
  （ ３ ）  用途規制の緩和 

第二種低層住居専用地域では、「 事務所」 や「 150 ㎡超の日用品の販売を主たる 目的と する 店舗」

は建築でき ないこ と から 、 国土交通大臣の承認を得て、 都市計画決定にあわせて建築基準法に基

づく 条例を制定し 、 左表の赤字のと おり 用途規制を緩和する 。  

 

    （ ４ ）  容積率の緩和 

容積率は、 現行の指定容積率に 20％を上限と し て、 以下の緩和式によ り 求める 。  

Ｖ ＝Ｖ 0＋Ｖ 1 

Ｖ 1＝（ Ａ ／Ｓ ） ×100   ただし 、 Ｖ 1≦20 【 ※現行の指定容積率に＋20％を上限】  

Ｖ ： 緩和後の容積率（ ％）    Ｖ 0： 指定容積率（ ％）    Ｖ 1： 割増容積率（ ％）  

 Ａ ： 居住環境向上施設の床面積の合計（ ㎡）    Ｓ ： 敷地面積（ ㎡）  

（ １ ） 指定箇所 

小規模な日用品販売店等の利便施設の立地を許容する 第二種低層住居専用地域に指定し 、 居住環境向上施設を有する 建築物の用途規制や容積率の緩和を行う 。  

議案第 7 号 鹿児島都市計画 居住環境向上用途誘導地区の決定 鹿児島都計 市決定 
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喜入駅■ 

 

200 

60 

 

■喜入支所 

200 

60 

 

200 
60 
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（ １ ） 用途地域指定の範囲 

  現行の特定用途制限地域や、喜入駅の西側などの人口密度が 40 人/ha 以上の範囲を基本と し 、 ま と ま

った農地が残る 区域や、 宅地化し ていない土砂災害特別警戒区域及び急傾斜地崩壊危険区域は、 指定範

囲から 除外する 。  
 

（ ２ ） 用途地域の指定及び特定用途制限地域の変更 

現行の特定用途制限地域の用途規制を基本と し て、 下図のと おり 、 用途地域を指定し 、 特定用途制限

地域を変更する 。  

喜入都計 市決定 

喜入駅■ 

■喜入支所 

議案第 1 0 号 喜入都市計画 用途地域の決定 

議案第 1 1 号 喜入都市計画 特定用途制限地域の変更 
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本市では、 人口減少・ 超高齢社会に対応し たコ ンパク ト なま ちづく り の実現に向け、 平成 24 年 3 月に「 鹿

児島市集約型都市構造に向けた土地利用ガイ ド プラ ン」（ 以下、「 ガイ ド プラ ン」 と いう 。） を策定し 、 地域の

拠点と なる 地区に生活利便施設を集約する ための施策に取り 組むと と も に、 平成 29 年 3 月には、 ガイ ド プラ

ンに基づく 取組を加速さ せる ため、「 かごし まコ ンパク ト なま ちづく り プラ ン（ 立地適正化計画）」 を策定し 、

さ ら なる コ ンパク ト なま ちづく り に向けて取組を進めていま す。  

こ のたび、 令和 4 年 3 月に策定し た「 第二次かごし ま 都市マス タ ープラ ン」（ 以下、「 第二次都市マス 」 と

いう 。） と の整合を 図る と と も に、 令和２ 年の都市再生特別措置法改正を踏ま え、「 居住環境向上施設」 や「 防

災指針」 を定め、 安心・ 安全で歩いて暮ら せる コ ンパク ト なま ちづく り を 進めていく ため、 本計画を改定し

ま す。  

 

（ １ ） プラ ンに定める 事項 

 プラ ンに定める 下記の事項について、 変更・ 追加を行いま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ２ ） 計画の区域 

本市では、 平成 16 年の合併によ り 、 1 つの線引き 都市計画区域（ 鹿児島都市計画区域） と 4 つの非線引き

都市計画区域（ 吉田都市計画区域、 松元都市計画区域、 郡山都市計画区域、 喜入都市計画区域）、 都市計画区

域外が併存し ていま す。  

こ のよ う な状況の中、市街化調整区域を除く 都市計画区域のま ちづく り の方向性を平成 29 年に策定（ 当初）

し た本計画で、市街化調整区域と 都市計画区域外のま ちづく り の方向性を平成 24 年に策定し たガイ ド プラ ン

で示し 、 両プラ ンでま ちづく り を進めてき ま し た。 今回の改定にあたり 、 コ ンパク ト なま ちづく り をさ ら に

推進する ため、 両プラ ンを一本化する こ と と し 、 本計画の対象区域は、 都市再生特別措置法の規定に基づく 5

つの都市計画区域のほか、 都市計画区域外を 含め、 市全域と し ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第 1 2 号 かごし ま コ ンパク ト なま ちづく り プラ ンの改定 

鹿児島都市計画区域 

吉田都市計画区域 

郡山都市計画区域 

松元都市計画区域 

喜入都市計画区域 

市街化区域 

市街化調整区域 

内容 対応区分

計画の区域
都市計画区域全体を 立地適正化計画の区域と する こ と が基本と なり ま
す。 複数の都市計画区域がある 場合、 全ての都市計画区域を 対象と し ま
す。

変更

計画の
基本的方針

計画によ り 実現を 目指すべき 将来の都市像を 示すと と も に、 計画の総合
的な達成状況を 的確に把握でき る よ う 、 定量的な目標を 設定し ま す。

変更なし

居住誘導区域
一定エリ アにおいて人口密度を 維持する こ と によ り 、 生活サービ ス やコ
ミ ュ ニティ が持続的に確保さ れる よ う 居住を 誘導すべき 区域です。

変更

居住環境
向上施設

居住誘導区域ご と に立地を 誘導すべき 居住者の日常生活に必要な施設で
居住環境の向上に資する も のを 設定し ま す。 具体的には、 比較的小規模
な医療施設や店舗、 近隣に居住する 者の利用に供する 事務所等が想定さ
れま す。

追加

都市機能
誘導区域

医療、 福祉、 商業等の都市機能を 都市の中心拠点や生活拠点に誘導し 集
約する こ と によ り 、 こ れら の各種サービ ス の効率的な提供を 図る 区域で
す。

変更

誘導施設

都市機能誘導区域ご と に立地を 誘導すべき 都市機能増進施設（ 誘導施
設） を 設定し ま す。 具体的には、 居住者の共同の福祉や利便性の向上を
図る 観点から 、 医療・ 社会福祉施設、 子育て支援施設、 文化施設、 ス ー
パーマーケッ ト 等の商業施設等が想定さ れま す。

変更

防災指針
居住や都市機能の誘導を 図る 上で必要と なる 都市の防災に関する 機能の
確保を 図る ための指針です。

追加

法定外
市が独自に位
置づける 区域
（ 法定外）

市街化区域及び市街化調整区域の拠点を 法定外の区域と し て位置づける
ほか、 土地利用ガイ ド プラ ン で示す区域毎の店舗規模の上限を 位置づ
け、 一本化を 図り ま す。

追加

項目

法定

市策定 
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（ ３ ） 居住誘導区域 

  現行の居住誘導区域を基本と し て、 以下の区域を見直し ま す。  

( ａ )  都市計画見直し の反映【  区域区分（ 線引き ）・ 喜入の用途地域指定 】  

  ・ 区域区分の見直し に合わせて、 市街化区域へ編入する 区域は居住誘導区域へ見直すと と も に、 市街化

調整区域へ編入する 区域は居住誘導区域外へ見直し ま す。  

  ・ 喜入支所周辺では、 用途地域の指定に合わせて居住誘導区域を見直し ま す。  

 

   ( ｂ ） 地形地物等を踏ま えた集落核の区域の見直し  

  ・ 集落核は、小学校等から 半径 500ｍの円の範囲を基本に居住誘導区域を設定し ていま すが、区域を明確

にする ため、 地形地物等を 踏ま えて区域を見直し ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ４ ） 都市機能誘導区域 

   現行の都市機能誘導区域を基本と し て、 以下の区域を見直し ま す。  

( ａ )  拠点区域の見直し  

第二次都市マス の拠点の区域に合わせて、都市機能誘導区域①及び都市機能誘導区域②を変更し ま す。 

( ｂ ） 与次郎周辺 

第二次都市マス において、 与次郎ヶ 浜では都市機能の集約を生かし た広域的な拠点の形成を図る こ と

と し ている こ と から 、 与次郎周辺に都市機能誘導区域②を指定し ま す。  

( ｃ )  公共交通の利便性が高い区域 

中心市街地周辺の人口密度の高い地域のう ち、 市電沿線等の公共交通の利便性が高い区域に都市機能

誘導区域②を指定し ま す。  

( ｄ )  居住環境向上施設の設定に伴う 見直し  

比較的小規模な店舗や診療所等を居住環境向上施設に位置づける こ と から 、 集落核の都市機能誘導区

域③を廃止し ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住誘導区域・ 都市機能誘導区域（ 見直し 後）  

居住( b)  

居住( a)  

都市( d)  

都市( a)  

居住( b)  都市( d)  

都市( c)  

都市( b)  

都市( a)  

議案第 1 2 号 かごし ま コ ンパク ト なま ちづく り プラ ンの改定 



現行 見直し 後

・ ま ちなか図書館 ・ ま ちなか図書館

・ 国際交流セン タ ー ・ 国際交流センタ ー

・ サッ カー等ス タ ジアム 　 ※条件付き ・ 多機能複合型ス タ ジアム　 ※条件付き

・ 児童相談所　 ※条件付き ・ 児童相談所　 ※条件付き

・ 地域医療支援病院
　 （ 医療法に基づく ）

現行 見直し 後

・ 商業施設
  （ 大店法に基づく 店舗面積1 ,0 0 0 ㎡以上）

・ 物販店舗
  （ 建基法に基づく 床面積1 ,0 0 0 ㎡以上）

・ 物販店舗
  （ 大店法に基づく 店舗面積1 5 0 ㎡以上）

・ 診療所、 歯科診療所

　 （ 医療法に基づく も の）

・ 銀行等
　 （ 銀行法に基づく も のなど）

・ 本店機能を 有する 銀行等
　 （ 銀行法に基づく も のなど）

・ 地域医療支援病院
　 （ 医療法に基づく ）
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（ ５ ） 居住環境向上施設 

  居住環境向上施設は、 令和 2 年の法改正によ り 、 新たに位置づけら れた施設で、 居住誘導区域における

居住環境の向上に資する 施設を 設定する も のです。  

国の都市計画運用指針では、 居住環境向上施設は、  

・ 地域住民を対象と し た比較的小規模な病院・ 診療所等の医療施設 

・ 日用品を扱う 比較的小規模なス ーパーマーケッ ト 等の店舗 

・ 専ら 近隣に居住する 者の利用に供する 事務所（ コ ワ ーキング施設）  

などを 定める こ と が考えら れる と さ れている こ と を踏ま え、 職住育近接型のま ちづく り に向けて、 下表の

施設を居住環境向上施設と し て立地適正化計画に位置づけま す。  

 

※居住環境向上用途誘導地区の指定 

居住環境向上用途誘導地区は、 居住環境向上施設に限定し て用途規制や容積率の緩和を 行い、 居住環

境向上施設を有する 建築物を誘導する こ と を目的と し た地域地区であり 、 居住環境向上施設の立地を促 

進する ため、 都市計画において第二種低層住居専用地域に同地区を指定し ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ６ ） 誘導施設 

① 居住環境向上施設の設定に伴う 見直し  

居住環境向上施設と し て「 物販店舗（ 300 ㎡以下）、 診療所」 などの生活利便施設を設定する こ と から 、

規模を明確に区分する ため、 都市機能誘導区域へ誘導する 施設の規模等を見直し ま す。 ま た、 銀行等は、

本店機能のみを中心市街地等に集積する 誘導施設と し て見直し ま す。  

 

② 追加する 施設 

第二次都市マス において、「 広域的な拠点を形成する ため、 高度な医療を提供する 病院などの高次都市

機能施設の集積を図り ま す」 と し ている こ と から 、「 地域医療支援病院」 を追加し ま す。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住環境向上施設 

規模等 

床面積(㎡) 
その用途に 

供する 部分 
その他 

事務所 ～1 5 0  ２ 階以下 － 

日用品の販売を主たる 目的と する 店舗 ～3 0 0  ２ 階以下 － 

食堂又は喫茶店 ～1 5 0  ２ 階以下 － 

理髪店、美容院、ク リ ーニング取次店、質屋、貸衣装屋、

貸本屋その他こ れら に類する サービ ス 業を営む店舗 
～1 5 0  ２ 階以下 － 

洋服店、 畳屋、 建具屋、 自転車店、家庭電気器具店

その他こ れら に類する サービス 業を営む店舗 
～1 5 0  ２ 階以下 

・ 作業場の床面積 5 0 ㎡以内 

・ 原動機の出力の合計 0 .7 5 kw 以下 

自家販売のために食品製造業を営むパン屋、 米
屋、 豆腐屋、 菓子屋その他こ れら に類する も の 

～1 5 0  ２ 階以下 
・ 作業場の床面積 5 0 ㎡以内 
・ 原動機の出力の合計 0 .7 5 kw 以下 

学習塾、 華道教室、 囲碁教室その他こ れら に類
する 施設 

～1 5 0  ２ 階以下 － 

診療所 － － － 

幼稚園 － － － 

老人ホーム、 保育所、 福祉ホームその他こ れら
に類する も の 

－ － － 

老人福祉センタ ー、 児童厚生施設その他こ れら

に類する も の 
～6 0 0  － － 

居住環境向上施設 
へ移行 

■居住環境向上施設 

■誘導施設 

〇民間が主体で整備する 施設 

〇公共が主体で整備する 施設 

議案第 1 2 号 かごし ま コ ンパク ト なま ちづく り プラ ンの改定 
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（ ７ ） 防災指針 

防災指針は、 令和２ 年の都市再生特別措置法の改正によ り 位置づけら れた「 居住や都市機能の誘導を

図る 上で必要と なる 都市の防災に関する 機能の確保を図る ための指針」 であり 、 災害リ ス ク の分析を 行

い、 課題を抽出し た上で、 防災ま ちづく り の将来像や具体的な取組等を示す指針です。  

本市では、 土砂災害特別警戒区域等の「 災害レ ッ ド ゾーン」 は居住誘導区域から 除外し ていま すが、 浸

水想定区域等の「 災害イ エロ ーゾーン」 については、 広範囲に及ぶと と も に、 既に市街地が形成さ れてい

る ため、 居住誘導区域から 除外する こ と は現実的に困難な状況です。  

こ のため、居住誘導区域における 災害のリ ス ク をでき る 限り 回避、ある いは低減さ せる ため、必要な防

災・ 減災対策を「 防災指針」 に定め、 計画的に取り 組みま す。  

 

防災ま ちづく り の将来像と 取組方針 

本市における 防災ま ちづく り の将来像を「 災害に備えた安心・ 安全な都市」 と 定め、その実現に向け、

風水害をはじ めと する 災害に強く 、早期に復旧・ 復興でき る 都市の形成を図る ため、以下の取組方針に基

づき 、 地域防災計画や国土強靭化地域計画等と 整合を図り ながら 、 各種取組を進めま す。  

 

■取組方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ８ ） 市が独自に位置づける 区域（ 法定外）  

  「 かごし ま コ ンパク ト なま ちづく り プラ ン」 と「 ガイ ド プラ ン」 の一本化に伴い、 こ れま でガイ ド プラ ン

で位置づけていた市街化調整区域及び都市計画区域外の拠点を地域生活拠点エリ ア及び集落核エリ アと し

て位置づける ほか区域毎の店舗規模の上限を本プラ ンに位置づけま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回避 

低減 

低減 

回避 

低減 

低減 

回避 

低減 

吉田小学校周辺 

本城小学校周辺 

皆与志小学校周辺 

小山田小学校周辺 

犬迫小学校周辺 

中山小学校周辺 

桜島支所周辺 

桜洲小学校周辺 

福平小学校周辺 

平川小学校周辺 

東桜島合同庁舎周辺 

■地域生活拠点エリ ア及び集落核エリ ア ■区域毎の店舗規模の上限 

議案第 1 2 号 かごし ま コ ンパク ト なま ちづく り プラ ンの改定 
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【変更後】

誘導

施設
都市機能誘導区域　① 都市機能誘導区域　②

民間

・物品販売業を営む店舗

　（建基法に基づく床面積1,000㎡以上）

・地域医療支援病院（医療法に基づく）

・本店機能を有する銀行等

　（銀行法に基づくものなど）

・物品販売業を営む店舗

　（建基法に基づく床面積1,000㎡以上10,000㎡未満）

・地域医療支援病院（医療法に基づく）

公共

・地域医療支援病院（医療法に基づく）

・児童相談所　※条件付き

・多機能複合型スタジアム 　※条件付き

・まちなか図書館

・国際交流センター

・地域医療支援病院（医療法に基づく）

・児童相談所　※条件付き

居住誘導区域・ 都市機能誘導区域・ 法定外の区域  

【現行】

誘導

施設
都市機能誘導区域　① 都市機能誘導区域　② 都市機能誘導区域　③

民間

・商業施設

　（大店法に基づく床面積1,000㎡以上）

・診療所、歯科診療所（医療法に基づく）

・銀行等（銀行法に基づくものなど）

・商業施設

　（大店法に基づく床面積1,000㎡以上10,000㎡未満）

・診療所、歯科診療所（医療法に基づく）

・銀行等（銀行法に基づくものなど）

・物品販売業を営む店舗

　（大店法に基づく床面積150㎡以上）

・診療所、歯科診療所（医療法に基づく）

・銀行等（銀行法に基づくものなど）

公共

・サッカー等スタジアム　※条件付き

・児童相談所　※条件付き

・まちなか図書館

・国際交流センター

・児童相談所　※条件付き
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※地図上に示し た浸水イ エロ ーゾーン の指定区域は、 令和５ 年６ 月時点であり 、  

今後、 県の「 洪水浸水想定区域」 の指定に併せて変更と なる 。  

（ １ ） 指定区域 

  洪水浸水想定区域のう ち、 想定最大規模降雨（ 概ね 1, 000 年超えに１ 回程度の大雨） に基づく 想定浸水深３ ｍ以上の範囲 

（ ２ ） 開発審査会提案基準の一部改正 

   浸水イ エロ ーゾーンの指定区域においても 、 以下の安全上及び避難上の対策が示さ れた土地については、  

開発審査会の議を経たう えで建築可能と なる よ う 、 開発審査会提案基準を一部改正する 。  

・ 連たんま たは既存宅地の規定（ 令第２ ９ 条の９ 第６ 号を除く ） を満たすこ と 。  

（ 令第２ ９ 条の９ 各号（ 第６ 号を除く ） の区域を含ま ないこ と ）。  

・ 自己居住用の住宅である こ と  

・ 安全対策と し て、 床面の高さ が想定浸水深以上と なる 居室を設ける こ と 。  

・ 避難計画を作成し 、 提出する こ と 。  

議案第 1 3 号 市街化調整区域における 浸水イ エロ ーゾーンの指定 

市街化調整区域のう ち、  

想定浸水深 3m以上の範囲を指定 

鹿児島都計 市指定 



 

鹿児島市宅地開発技術指針に『 集落核における 生活利便施設に関する 基準』 を新たに設け、 集落核に限定

し て、 建築物の規模を緩和する 。  
 

基準の主な内容 ※①～⑤の全てを 満たす必要がある  

①建築物の規模 床面積５ ０ ０ ㎡以下 かつ 最高高さ １ ０ ｍ以下 

②用途 

 

・ 物品販売業を営む店舗 

（ 八百屋、 酒屋、 コ ンビニ、 衣料品店、 電気器具店、 薬局、 ガソ リ ンス タ ンド 等）  

・ サービス 店舗（ 農林漁業団体事務所、 銀行支店、 特定郵便局等）  

・ 飲食店（ レ ス ト ラ ン・ 食堂等）  

③敷地の位置 かごし ま コ ンパク ト なま ちづく り プラ ンに基づく 集落核エリ ア内 

（ 皆与志、 小山田、 犬迫、 中山、 福平、 平川、 東桜島の７ か所）  

④敷地の形態 国道、 県道又は幅員８ ｍ以上の市道に敷地境界線の全長の６ 分の１ 以上が接する こ と  

⑤敷地の規模 ３ ， ０ ０ ０ ㎡以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第 1 4 号 

集落核（ 市街化調整区域） における 生活利便施設の立地基準の見直し  鹿児島都計 
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